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※別紙・別冊についての掲載は省略しています。 
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規則  
  

 甲府市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成３０年７月１１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１８号 

   甲府市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市介護保険条例施行規則（平成１２年３月規則第２１号）の一部を次のよう 

に改正する。 

 第６号様式中「ユニット型準個室」を「ユニット型個室的多床室」に改める。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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告示 
        

甲府市告示第３１８号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項及び甲府市介護予防・

日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年福第１号）第

３の規定に基づく指定地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合

事業指定事業者として次の者を指定したので、同法第７８条の１１の規定及び甲府

市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年

福第１号）第１０の規定により公示する。 

 

平成３０年７月２日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９９１７００１４５ 

２ 事業所の名称      デイサービス信玄西八幡 

３ 事業所の所在地      甲斐市西八幡２１２２ 

４ 当該事業所の申請者      中巨摩郡昭和町西条２３２番地１０ 

              株式会社イーエルイー 

          代表取締役 常盤 保夫 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

              介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 指定年月日          平成３０年７月１日 
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甲府市告示第３１９号  

 

 甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成

２８年福第１号）第３の規定に基づき指定介護予防通所介護相当サービス事業者と

して次の者を指定したので、同要綱第１０の規定により公示する。 

 

平成３０年７月２日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９９１７００１４５ 

２ 事業所の名称      ケア信玄 

３ 事業所の所在地      甲斐市西八幡２１２２ 

４ 当該事業所の申請者      中巨摩郡昭和町西条２３２番地１０  

              株式会社イーエルイー 

          代表取締役 常盤 保夫 

５ サービスの種類     介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防訪問介護相当サービス） 

６ 指定年月日          平成３０年７月１日 
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甲府市告示第３２０号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項の規定に基づく指定

地域密着型サービス事業者として次の者を指定したので、同法第７８条の１１の規

定により公示する。 

 

平成３０年７月２日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９９０１００６４４ 

２ 事業所の名称      甲府城南ケアセンター 

３ 事業所の所在地      甲府市上曽根町１８５ 

４ 当該事業所の申請者      甲府市上曽根町１８５ 

              社会福祉法人 敬誠会 

              理事長 角田 武一 

５ サービスの種類      地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  

６ 指定年月日          平成３０年７月２日 
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                          甲府市告示第３２１号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１９条第１項の規定により、都市計

画を決定したので、同法第２０条第１項の規定により、次のとおり告示し、同条第

２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。  

  

  平成３０年７月２日 

                 

                  甲府市長 樋 口  雄 一 

 

１ 都市計画の種類   甲府都市計画地区計画 

向町（３）地区地区計画 

２ 都市計画を定め   縦覧に供する図書に明示する部分  

  る土地の区域  

３ 縦 覧 場 所   甲府市建設部まち開発室都市計画課 
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甲府市告示第３２２号 

 

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり公募申込書及び事

業提案書の提出を招請する。 

 

平成３０年７月２日  

 

                  甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名  

甲府市認知症カフェ運営事業 

２ 業務概要  

  認知症の人とその家族、地域住民、専門職等の誰もが参加でき集うことができる「認

知症カフェ」を開設し運営する。 

３ 事業期間 

平成３０年１０月１日（月）～ 平成３１年３月３１日（日） 

  ただし、委託業務の実施状況が良好である場合、委託期間終了後１年間は今回の契約

法人と継続して単年度契約できるものとする。 

４ 参加資格要件  

次の全ての条件を満たす法人とする。 

（１）甲府市内に所在し、別紙「甲府市認知症カフェ運営事業委託仕様書」に定める事業

内容及び人員配置の履行が可能な法人であること。 

（２）事業を着実に実行することができ、適切な事業運営が確保できることを市長が認め

る法人であること。 

（３）事業実施中に生じた事故等に対応可能な保険に加入できる法人であること。 

（４）宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人でないこと。 

（５）甲府市暴力団排除条例（平成２４年３月条例第２号）第２条第３号に規定する暴力

団員等でないこと。 

（６）市税を滞納していない法人であること。 

（７）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいずれにも

該当していないこと。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続開始の申立てがなさ

れている者でないこと。 

（９）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、再生手続開始の申立てがなさ

れている者でないこと。 

５ 募集要領等の配布 

（１）配布期間 

「７ スケジュール」参照。ただし、日曜日、土曜日及び国民の休日に関する法律

（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く、平日の午前９時～午後５時。 

（２）配布場所 

甲府市福祉保健部福祉保健総室健康政策課介護予防支援係 
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山梨県甲府市丸の内１丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎２階 

（３）配布方法 

直接配布とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホームページ（事業者向け

情報 入札・契約／入札情報）から情報を入手する場合は、この限りでない。 

６ 公募申込書等の提出期間及び提出場所 

（１）提出期間 

随時受付。ただし、日曜日、土曜日及び国民の休日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日を除く、平日の午前９時～午後５時。 

（２）提出期限 

「７ スケジュール」参照。 

（３）提出場所 

甲府市福祉保健部福祉保健総室健康政策課介護予防支援係 

山梨県甲府市丸の内１丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎２階 

（４）提出方法 

 健康政策課窓口への持参または提出期限までの書留郵便とする。 

７ スケジュール 

告  示 平成３０年 ７月 ２日（月） 

公募書類の 

配布 
平成３０年 ７月 ２日（月）～ 平成３０年８月１７日（金） 

質問書の 

受付 
平成３０年 ７月 ２日（月）～ 平成３０年８月１０日（金） 

質問書の 

回答 

平成３０年 ７月 ９日（月）～ 平成３０年８月１７日（金） 

※順次回答 

申込書等の 

提出期限 
平成３０年 ８月３１日（金） 午後５時 

実地調査 
平成３０年 ８月 １日（水）～ 平成３０年９月 ７日（金） 

※順次対応 

選定結果 

通知の発送 
平成３０年 ９月１９日（水） 

業務委託 

契約の締結 
平成３０年１０月 １日（月） 

８ 連絡先 

甲府市福祉保健部福祉保健総室健康政策課介護予防支援係 

〒４００－８５８５ 山梨県甲府市丸の内１丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎２階 

ＴＥＬ：０５５－２３７－５４８４（直通） 

ＦＡＸ：０５５－２３６－０１１８ 
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                          甲府市告示第３２３号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

                                      

  平成３０年７月３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市徳行一丁目６６０番１、６６０番３及び６６０番８から 

６６０番１７まで 

以上１２筆及び道・水 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路及び下水道 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市建設部まち開発室都市計画課に  

   備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市貢川本町４番１９号 

   大和ハウス工業株式会社 山梨支店 

支配人 野 志 征 生 
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甲府市告示第３２４号 

 

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり公募申込

書及び事業提案書の提出を招請する。 

 

平成３０年７月４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名  

甲府市介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービスＣ  

２ 業務概要  

  元気アップチェック（基本チェックリスト）により介護予防・日常生活支援

サービス事業対象者として登録された者、あるいは要支援１及び２の認定を受

けている者に対し、介護予防ケアマネジメントの結果、サービスを利用するこ

とで、介護予防を自分で実施するセルフケアにつながることが期待できる者に

次の通所型サービスＣを実施する。（詳細は各仕様書参照）  

（１）元気運動教室（運動機能の向上・器械あり）  

（２）元気運動教室（運動機能の向上・器械なし）  

（３）わっはっ歯教室（口腔機能の向上） 

３ 事業期間 

  平成３０年９月１日～平成３１年３月３１日 

４   参加資格要件  

次の全ての要件を満たす者とする。 

（１）市内の会場で別紙仕様書に定める事業内容及び人員配置の履行が可能な法人

又は個人であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず

れにも該当していないこと。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号から第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）

又は法人であってその役員が暴力団員でないこと。 

（４）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第  

１４７号）に基づく処分の対象になっている団体及び構成員でないこと。  

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく、更正手続き開始の申立

てがなされている者でないこと。 

（６）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、再生手続き開始の申立

てがなされている者でないこと。 

（７）国税及び事業所等が所在する市町村の税を滞納していないこと。  

５ 募集要領等の配布 

配布期間等：平成３０年７月４日（水）～１１日（水） 

日曜日、土曜日及び国民の休日に関する法律（昭和２３年法律第
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１７８号）に規定する休日を除く。 

午前９時～午後５時 

配布場所：甲府市役所福祉保健部福祉保健総室健康政策課介護予防支援係 

山梨県甲府市丸の内１丁目１８番１号 

甲府市役所本庁舎２階 健康政策課窓口  

配布方法：直接配布とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホームペ

ージ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入手

する場合は、この限りでない。 

６ 公募申込書等の提出期間及び提出場所  

提出期間等：平成３０年７月２３日（月）～３１日（火） 

日曜日、土曜日及び国民の休日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日を除く。 

午前９時～午後５時 

提出場所：甲府市役所福祉保健部福祉保健総室健康政策課介護予防支援係 

山梨県甲府市丸の内１丁目１８番１号 

甲府市役所本庁舎２階 健康政策課窓口 

７ スケジュール 

告示        平成３０年７月 ４日（水） 

実施要領等の配布  平成３０年７月 ４日（水）～１１日（水）午後５時 

質問書の受付    平成３０年７月 ４日（水）～１３日（金）午後５時 

質問書の回答    平成３０年７月１１日（水）～１８日（水）※順次回答 

公募申込書等の提出 平成３０年７月２３日（月）～３１日（火）午後５時 

実地調査      平成３０年７月２５日（水）～８月８日（水） 

選定結果通知発送  平成３０年８月２０日（月） 

業務委託契約締結  平成３０年９月 １日（土） 

８ 連絡先 

甲府市役所福祉保健部福祉保健総室健康政策課介護予防支援係 

〒４００－８５８５ 山梨県甲府市丸の内１丁目１８番１号 本庁舎２階 

ＴＥＬ：０５５－２３７－５４８４（直通） 

ＦＡＸ：０５５－２３６－０１１８ 
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甲府市告示第３２５号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき､市道路線を次のよ

うに認定する。その関係図面は､建設部まち保全室道路河川課において、この告示

の日から平成３０年７月１７日まで一般の縦覧に供する。 

 

  平成３０年７月４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

路線番号 路 線 名     起       点     

    終       点     

重要な 

経過地 

１６３７ 上石田４号線 甲府市上石田一丁目１１６番１地先  

甲府市上石田一丁目８３４番１地先  

な し 
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甲府市告示第３２６号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により､次のとおり  

道路の区域を決定する。その関係図面は､建設部まち保全室道路河川課において、

この告示の日から平成３０年７月１７日まで一般の縦覧に供する。  

 

  平成３０年７月４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 道路の種類  市道 

２ 路線番号   １６３７ 

３ 路線名    上石田４号線 

４ 道路の区域 

区 間 幅 員 

(メートル) 

延 長 

(メートル) 

備 考 

甲府市上石田一丁目１１６番１地先か

ら 

甲府市上石田一丁目８３４番１地先ま

で 

６．８ｍ～ 

１５．２ｍ 

１４２．２ｍ  
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甲府市告示第３２７号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により､次のとおり道

路の区域を変更する。その関係図面は､建設部まち保全室道路河川課において、この

告示の日から平成３０年７月１７日まで一般の縦覧に供する。 

 

  平成３０年７月４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 道路の種類  市道 

２ 路線番号   １３７４ 

３ 路線名    国玉通り線 

４ 道路の区域 

旧

新

の

別 

区間 

幅員 

（メートル） 

延長 

（メートル） 

旧 
甲府市国玉町字五本杉５００番５地先から 

甲府市国玉町字五本杉５００番５地先まで 

１６．０～ 

  １６．２ 
７．３ 

新 
甲府市国玉町字五本杉５００番５地先から 

甲府市国玉町字五本杉５００番５地先まで 

１６．０～ 

  １６．０ 
７．３ 
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                          甲府市告示第３２８号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  平成３０年７月４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市西下条町字藤見１３８番１ 

   以上１筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市西下条町１３７番地１ 

   里 吉 亮 祐 
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                          甲府市告示第３２９号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  平成３０年７月４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市羽黒町字戸石１３０番１から１３０番１０まで 

以上１０筆及び水 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類 道路、水路及び下水道 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市建設部まち開発室都市計画課に  

   備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲斐市長塚２２６番地５ 

   株式会社協栄ホーム 

   代表取締役 篠 原 大 輔 
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                          甲府市告示第３３０号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  平成３０年７月４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市中畑町字向井８０６番１ 

   以上１筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市右左口町９１５番地 

   有限会社タナカタイヤサービス  

 取締役 田 中 一 司 
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甲府市告示第３３１号  

 

土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定により、特定

有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届

出をしなければならない区域を次のとおり指定する。 

 

平成３０年７月４日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定する区域 

   甲府市国玉町字久保田９３０番４、９２２番５の一部、９２２番６の一部、

９３０番２の一部 

２ 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第１項及び

第２項の基準に適合していない特定有害物質の種類  

   鉛及びその化合物 
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                          甲府市告示第３３２号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成３０年７月５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書謄本 市民発第１１１５０号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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                          甲府市告示第３３３号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成３０年７月６日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 合併（土木）５号 

工事名 

①まちなか回遊道路整備工事 

②（更新－２）配水管布設替工事 

③下水道修繕工事（公共Ｈ３０－６） 

工事場所 甲府市北口三丁目・中央二丁目地内 

工事概要 １ 工事内容 

① 施工延長 Ｌ＝１３６．５ｍ 

小型水路内臓型歩車道境界ブロック工     

Ｌ＝１２３．３ｍ 

自由勾配側溝工（３００型） 

 Ｌ＝１９６．９ｍ 

Ｌ形側溝工（２５０ＢＥ） 

 Ｌ＝１９．３ｍ 

下水構造物移設工 １式 

アスファルト舗装工 

 Ａ＝６６４．０㎡ 

自然石舗装工 

 Ａ＝２１６．０㎡ 

付帯工 １式 

② ＤＩＰ．ＧＸ φ２００  １２０．０ｍ 

ＤＩＰ．Ｋ  φ２００    ４．０ｍ 

ＤＩＰ．Ｋ  φ１００    １．５ｍ 

仕切弁．ＧＸ φ２００    ６基 

消火栓    φ ７５    ２基 

水抜栓    φ ２５    １基 

臨給工            １式 

③ 小口径汚水桝取替工   １箇所 

小口径汚水桝取付管取替工 

（φ１００・φ１５０） ８箇所 

小口径汚水桝設置工   ２箇所 

雨水桝設置工      １箇所 
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人孔鉄蓋調整取替工   ５箇所 

蓋取替工        ２箇所 

下水道施設撤去工    １式 

付帯工         １式 

２ 工期 平成３１年３月１５日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
９３，２０４，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ 特定建設業の許可 

３ 同種工事施工実績 

道路工事等若しくは道路工事等と配水 

管布設替工事等との合併工事。ただし、 

１件の工事請負額が、４，６００万円 

以上の実績に限る。 

元請として平成１５年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型Ⅱ 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成３０年７月６日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成３０年７月１８日 

３ 申請書受付開始日 平成３０年７月６日 

４ 申請書受付締切日 
平成３０年７月１８日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３０年７月２４日 

６ 設計図書配付開始日 平成３０年７月６日 

７ 設計図書配付締切日 平成３０年７月２５日 
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８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３０年７月６日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３０年７月２５日 

10 入札日時 
平成３０年７月３０日 

午前９時 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成３０年８月２日 

12 開札日時 
平成３０年８月８日 

午前９時 

13 落札者決定日 平成３０年８月９日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 開札時 配置予定技術者の開札時の状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３０年７月２６日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３０年７月２７日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 平成３０年８月６日まで 

２ 回答 平成３０年８月７日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成３０年８月７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。） 
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部分払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第３３４号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成３０年７月６日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 合併（土木）６号 

工事名 

①飯田春日線道路改良工事 

②（鉛対３－７）鉛製給水管布設替工事 

③下水道管工事（Ｈ３０Ｄ－１） 

工事場所 甲府市中央一丁目地内 

工事概要 
１ 工事内容 

① 施工延長 Ｌ＝１１２．０ｍ 

車道インターロッキングブロック舗装工      

Ａ＝５４７．０㎡ 

歩道インターロッキングブロック舗装工      

Ａ＝１６５．０㎡ 

視覚障がい者誘導用ブロック工      

Ａ＝６７．０㎡ 

鋼製排水溝工 

 Ｌ＝２０８．０ｍ 

車止めポスト工 Ｎ＝３１本 

縁石工 １式 

区画線工 １式 

付帯工 １式 

② ＰＰ     φ２０ １３箇所 

ＰＰ     φ２５  ５箇所 

ＳＳＰ    φ４０  ２箇所 

仕切弁枠筺取替     ２箇所 

スリースバルブ枠筺取替 ４箇所 

分水止    φ２０    １箇所 

③ 人孔鉄蓋調整取替工     １箇所 

桝上部調整取替工 φ５００ ７箇所 

小口径汚水桝取替工     ６箇所 

付帯工         １式 

２ 工期 平成３１年２月２８日まで 
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３ 
予定価格 

（税込み） 
４６，３７５，２００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ  

３ 同種工事施工実績 

道路工事等。ただし、１件の工事請負 

額が、２，３００万円以上の実績に限

る。 

元請として平成１５年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

５ 近接工事 

平成２９年１１月７日告示（合併（土

木）１６号（①春日本通り線道路改良 

工事②（街路－３）配水管布設替工事 

③下水道改良工事（Ｈ２９－４））の 

落札者は、本工事の入札に参加するこ 

とはできません。 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型Ⅰ 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成３０年７月６日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成３０年７月１８日 

３ 申請書受付開始日 平成３０年７月６日 

４ 申請書受付締切日 
平成３０年７月１８日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３０年７月２４日 

６ 設計図書配付開始日 平成３０年７月６日 

７ 設計図書配付締切日 平成３０年７月２５日 
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８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３０年７月６日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３０年７月２５日 

10 入札日時 
平成３０年７月３０日 

午前９時１０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成３０年８月２日 

12 開札日時 
平成３０年８月８日 

午前９時１０分 

13 落札者決定日 平成３０年８月９日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 開札時 配置予定技術者の開札時の状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３０年７月２６日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３０年７月２７日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 平成３０年８月６日まで 

２ 回答 平成３０年８月７日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成３０年８月７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 
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問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第３３５号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  平成３０年７月６日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 合併（土木）７号 

工事名 
①歩道改良工事（市道 高畑西条線） 

②（街路－１１）配水管布設替工事 

工事場所 甲府市国母五丁目地内 外 

工事概要 

１ 工事内容 

①・施工延長      Ｌ＝ ５８．１ｍ 

 ・側溝工（４００型） Ｌ＝１０９．３ｍ 

・縁石工       Ｌ＝１０６．３ｍ 

 ・歩道舗装工     Ａ＝ ６７．６㎡ 

 ・付帯工       １式 

②・ＤＩＰ．ＧＸ（φ１００）  ６９．５ｍ 

・ＲＲＶＰ（φ７５）      １．５ｍ 

・仕切弁．ＧＸ（φ１００）   ２基 

・不断水簡易仕切弁（φ１００） １基 

・水抜栓（φ２５）       １基 

・ＴＳＶＰ（仮設配管）（φ５０）      

１．０ｍ 

２ 工期 平成３０年１２月２８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
２９，８６２，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

道路工事等若しくは道路工事等と配 

水管布設替工事等との合併工事。 

ただし、１件の工事請負額が 

１，４００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１５年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 
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実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 平成３０年７月６日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成３０年７月１８日 

３ 申請書受付開始日 平成３０年７月６日 

４ 申請書受付締切日 
平成３０年７月１８日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３０年７月２４日 

６ 設計図書配付開始日 平成３０年７月６日 

７ 設計図書配付締切日 平成３０年７月２５日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３０年７月６日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３０年７月２５日 

10 入札及び開札日時 
平成３０年７月３０日 

午前９時４０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３０年７月２６日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３０年７月２７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 
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低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 

 

- 31 -



                          甲府市告示第３３６号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成３０年７月６日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （建築）６４号 

工事名 （仮称）北新団地（Ｃ棟）建替（建築主体）工事 

工事場所 
甲府市北新一丁目３１１－１の一部、３１１－８、３１１－１ 

７の一部、３１３－６ 

工事概要 

１ 工事内容 

構造：鉄筋コンクリート造 地上６階建て 

規模：建築面積   ９８２．４２㎡、 

延べ面積 ４，８３７．７２㎡ 

用途：共同住宅 

２ 工期 平成３１年１２月１３日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１，１３９，４００，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

建築一式 

次の４者を構成員とする自主結成によ 

る特定建設工事共同企業体 

 ＡＡＡＡ４者又はＡＡＡＢ４者 

代表構成員：特定建設業の許可 

３ 同種工事施工実績 

共同住宅又は公共施設等の新築、改築、

増築工事。ただし、１件の工事請負額

が、４億５千５百万円以上の実績に限

る。 

共同企業体の代表構成員が元請として 

平成１５年４月１日以降に完成、引き 

渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 
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ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 簡易型（Ⅱ） 

２ 加算点の満点 ３０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成３０年７月６日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成３０年７月１８日 

３ 申請書受付開始日 平成３０年７月６日 

４ 申請書受付締切日 
平成３０年７月１８日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３０年７月２４日 

６ 設計図書配付開始日 平成３０年７月６日 

７ 設計図書配付締切日 平成３０年７月２５日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３０年７月６日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３０年７月２５日 

10 入札日時 
平成３０年７月３０日 

午前９時２０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成３０年８月２日 

12 開札日時 
平成３０年８月８日 

午前９時２０分 

13 落札者決定日 平成３０年８月９日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 

入札参加資格確認通知書 

施工計画書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３０年７月２６日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３０年７月２７日 
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価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 平成３０年８月６日まで 

２ 回答 平成３０年８月７日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成３０年８月７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の 10/100 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 
請求できる（ただし、支払限度額の４ 

割まで） 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。） 

部分払 請求できる 

年度支払限度額 
平成３０年度 １３６，７２８，０００円 

平成３１年度 残金 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課  

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第３３７号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成３０年７月６日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （管）５４号 

工事名 （仮称）北新団地（Ｃ棟）建替（機械設備）工事 

工事場所 
甲府市北新一丁目３１１－１の一部、３１１－８、３１１－１ 

７の一部、３１３－６ 

工事概要 

１ 工事内容 

構造：鉄筋コンクリート造 地上６階建て 

規模：建築面積   ９８２．４２㎡、 

延べ床面積 ４，８３７．７２㎡ 

用途：共同住宅 

   ※全７７戸（１ＤＫ １８戸、２ＬＤＫ 

    ２９戸、３ＬＤＫ ３０戸） 

Ａ 共用部設備 

１）給排水設備   １式 

Ｂ 住戸設備 

１）給排水衛生設備 １式 

２）換気設備    １式 

Ｃ 都市ガス設備 

１）機器・配管設備 １式 

２ 工期 平成３１年１２月１３日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１６３，７８２，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

管 

次の２者を構成員とする自主結成によ 

る特定建設工事共同企業体 

 ＡＡ２者又はＡＢ２者 

代表構成員：特定建設業の許可 
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３ 同種工事施工実績 

公共施設等の機械設備工事。ただし、 

１件の工事請負額が、８千百万円以上 

の実績に限る。 

共同企業体の代表構成員が元請と 

して平成１５年４月１日以降に完成、 

引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 簡易型（Ⅰ） 

２ 加算点の満点 ２０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成３０年７月６日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成３０年７月１８日 

３ 申請書受付開始日 平成３０年７月６日 

４ 申請書受付締切日 
平成３０年７月１８日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３０年７月２４日 

６ 設計図書配付開始日 平成３０年７月６日 

７ 設計図書配付締切日 平成３０年７月２５日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３０年７月６日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３０年７月２５日 

10 入札日時 
平成３０年７月３０日 

午前９時３０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成３０年８月２日 

12 開札日時 
平成３０年８月８日 

午前９時３０分 

13 落札者決定日 平成３０年８月９日 

提出書類 １ 参加申請時 入札説明書に記載 

- 36 -



２ 入札時 

入札参加資格確認通知書 

施工計画書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３０年７月２６日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３０年７月２７日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 平成３０年８月６日まで 

２ 回答 平成３０年８月７日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成３０年８月７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 
請求できる（ただし、支払限度額の４ 

割まで） 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。） 

部分払 請求できる 

年度支払限度額 
平成３０年度 ８１８，９１０円 

平成３１年度 残金 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課  

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第３３８号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  平成３０年７月６日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （舗装）５５号 

工事名 舗装修繕工事（３０－１） 

工事場所 甲府市屋形三丁目地内 外 

工事概要 

１ 工事内容 

・施工延長 Ｌ＝１４２．０ｍ 

・舗装工  Ａ＝７６５．０㎡ 

・付帯工  １式 

２ 工期 平成３０年１０月１２日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１０，８００，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

舗装 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）６５０点以上 

３ 同種工事施工実績 

舗装工事等。 

元請として平成１５年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 平成３０年７月６日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成３０年７月１８日 

３ 申請書受付開始日 平成３０年７月６日 
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４ 申請書受付締切日 
平成３０年７月１８日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３０年７月２４日 

６ 設計図書配付開始日 平成３０年７月６日 

７ 設計図書配付締切日 平成３０年７月２５日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３０年７月６日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３０年７月２５日 

10 入札及び開札日時 
平成３０年７月３０日 

午前９時５０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３０年７月２６日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３０年７月２７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０/１００納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第３３９号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成３０年７月６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        充当通知書 市民発第１１５２７号 

             配当計算書 市民発第１１５２９号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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甲府市告示第３４０号 

 

甲府市自転車等の放置の防止に関する条例（平成２５年９月条例第２４号）第  

１１条第２項、第３項及び第１２条第１項の規定により、自転車等放置禁止区域の

自転車を撤去し、保管したので、同条例第１２条第２項及び甲府市自転車等の放置

の防止に関する条例施行規則（平成２５年９月規則第２８号）第７条の規定により、

次のとおり告示する。 

 

  平成３０年７月６日 

 

                 甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 撤去し、保管した自転車が駐車してあった場所  

     甲府駅北口階段下 

２ 撤去し、保管した自転車の型式等  

   別紙のとおり 

３ 保管した日 

     平成３０年６月２１日（木） 

４ 返還の申出場所          

     市民部市民協働室消費生活課 

     交通安全係 電話番号 ０５５－２３７－５３０３ 

５ 保管場所 

     甲府市甲府駅南口第２自転車駐車場 

６ 返還時に持参する物 

     住所・氏名を確認できるもの  

自転車等の鍵 

     撤去保管料（自転車１，０００円・原動機付自転車２，０００円） 
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甲府市告示第３４１号 

 

 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり参加申込書

及び企画提案書の提出を招請する。 

 

  平成３０年７月６日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名 

  平成３０年度開府５００年を契機とするＶＲコンテンツ開発等業務 

２ 業務概要 

本市の歴史的な節目となる平成３１年の「こうふ開府５００年」を迎えるにあ

たり、誘客促進をはじめ、郷土愛を醸成するための学校教育や生涯学習の教材と

しての活用など、幅広い分野での利用ができるツールとして、約５００年前及び 

約１５０年前の本市の歴史を感じることができるコンテンツをＣＧや実写等を用

いたＶＲ技術により、開発及び活用を行うための業務について委託するものであ

る。 

ついては、公募型プロポーザル方式により、優れた提案を広く求め、価格評価

のみならず、プロポーザル内容等を総合的に判断し、最も優れたプロポーザルを

行った事業者を本業務委託の優先交渉権者とする。 

３ 履行期間 

  契約締結の日から平成３１年３月３１日までとする。 

４ 参加資格要件 

  本手続に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。 

(1) 本市の物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者であり、業務委託

を的確に遂行するに足りる能力、当該業務遂行に必要な技術及び、組織、人員

体制を有している者であること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず

れにも該当していない者であること。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。 

(4) 本業務委託の公告の日から契約締結の日までの期間に、「甲府市物品供給（入

札等）制度要綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこ

と。 

(5) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続等及び民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続等開始の申立てがなされて

いる者でないこと。 

(6) 直近１年間の国税及び地方税に滞納がない者であること。 

(7) 本業務と同等以上（契約額２,０００万円以上）のＶＲコンテンツの開発等
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の業務に携わった実績を有する者であること。 

５ 手続等 

(1) 実施要領等の配布 

公募型プロポーザル実施要領、仕様書及び各種様式等は、甲府市のホームペ

ージにて公表するので、適宜ダウンロードすること。 

(2) 提出方法等 

参加申込書等の提出方法、提出期限及び提出先については、公募型プロポー

ザル実施要領を参照すること。 

６ 連絡先 

  甲府市企画部企画総室企画課 

  甲府市丸の内一丁目１８番１号 

  ＴＥＬ：０５５－２３７－５２８９ 

  ＦＡＸ：０５５－２２０－６９３８ 

  電子メールアドレス：seisaku@city.kofu.lg.jp 
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甲府市告示第３４２号 

 

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法

第１０条第１項の規定により、山梨県において平成３０年６月２０日笛吹川沿岸土

地改良区土地改良事業計画を変更認可したので、同法第４８条第１１項の規定によ

り告示する。 

 

  平成３０年７月９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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                          甲府市告示第３４３号  

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定によ

り農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。  

 なお、次のとおり閲覧に供する。  

 

  平成３０年７月１０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 農用地利用集積計画の閲覧場所  

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   甲府市産業部農林振興室農政課 

２ 農用地利用集積計画の閲覧期間  

   告示の日から２週間 
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甲府市告示第３４４号  

 

 次の国民健康保険料に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵

送したが返送されたので調査を行ったが、なお不明のため国民健康保険法（昭和

３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

平成３０年７月１１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名         平成２９年度甲府市国民健康保険料納入通知書  

              兼決定通知書 

２ 送達を受けるべき者   別紙のとおり 

３ 保管場所        甲府市役所市民部市民総室国民健康保険課  
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                          甲府市告示第３４５号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

                                      

  平成３０年７月１１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市下曽根町字一丁田２０５８番１ 

以上１筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市国玉町８９６番地１ 

   プレステージＦＲＳ Ａ２０２ 

長 田 寛 之 
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                          甲府市告示第３４６号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  平成３０年７月１２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市上曽根町字久根の内２０８番１及び２０８番３ 

以上２筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類 水路 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市建設部まち開発室都市計画課に  

   備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市上曽根町２１２－６ 

   株式会社仁-ＪＩＮ- 

   代表取締役 橘 田 一 仁 
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                         甲府市告示第３４７号  

 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

平成３０年７月１２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        平成３０年度固定資産税第１期督促状 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室収納課  
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甲府市告示第３４８号 

 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）が明らかで

なく、調査を行ったがなお不明のため、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第

２０条の２の規定によりにより公示する。 

なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  平成３０年７月１２日 

 

                  甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        平成３０年度市民税・県民税 税額決定兼納税通知書 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市市民部課税管理室市民税課 
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                          甲府市告示第３４９号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成３０年７月１３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書謄本 市民発第１１３２６号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 

- 51 -



                          甲府市告示第３５０号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  平成３０年７月１３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書(謄本)  市民発１１５６８号    

配当計算書   市民発１１６０４号 

             充当通知書   市民発１１６０３号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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甲府市告示第３５１号  

 

 次の国民健康保険被保険者証は、回収できないため、甲府市国民健康保険条例施

行規則（昭和３５年１１月規則第５２号）第１３条の規定により無効である旨を告

示する。 

 

  平成３０年７月１３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    国民健康保険被保険者証 

２ 世帯主住所、被保険者氏名及び記号番号    別紙のとおり 
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甲府市告示第３５２号 

 

公募型企画提案（プロポーザル）方式に係る手続き開始の公告について、次のと

おり企画提案書の提出を招請します。 

 

平成３０年７月１３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名 

「甲府暮らしの便利帖」官民協働発行業務 

２ 業務概要 

甲府市と事業者の官民協働事業として、甲府市の情報を盛り込んだ「甲府暮

らしの便利帖」を発行し、全世帯及び転入者へ配布する。 

３ 履行期間 

協定締結日から１年間 

４ 参加資格要件 

本企画提案に参加できる者は、以下の全ての条件を満たす者とする。 

① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のい

ずれにも該当していないこと。 

② 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更正手続き開始の申

立てがなされている者でないこと。 

③ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続等開始の申立

てがなされている者でないこと。 

④ 指名停止を受けている者でないこと。 

⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は

法人であってその役員が暴力団員でないこと。 

⑥ 過去５年以内に、自治体の便利帖（またはそれに類似するもの）作成実績

があること。 

５ 企画提案書の提出期限並びに提出場所 

  （甲府市ホームページ掲載の企画提案実施要領参照） 

６ 事務局 

 甲府市 都市戦略室シティプロモーション課 

山梨県甲府市丸の内１－１８－１ 

ＴＥＬ ０５５－２３７－５３１４         

Mail kouhou@city.kofu.lg.jp 
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甲府市告示第３５３号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項及び甲府市介護予防・

日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年福第１号）第

３の規定に基づく指定地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合

事業指定事業者として次の者を指定したので、同法第７８条の１１の規定及び甲府

市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年

福第１号）第１０の規定により公示する。 

 

平成３０年７月１７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９９０１００６５１ 

２ 事業所の名称      デイサービスあっとほーむ 甲府伊勢 

３ 事業所の所在地      甲府市伊勢三丁目５番１０号 

４ 当該事業所の申請者      甲府市住吉四丁目２０－１５  

              株式会社あっとほーむ 

          代表取締役 宮田 誠豊 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

              介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 指定年月日          平成３０年７月１８日 
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甲府市告示第３５４号  

 

公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公告について、次のとおり企画提案書

の提出を招請します。 

 

平成３０年７月１８日 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務件名 

  「（仮称）健康都市こうふ」都市宣言 企画・立案支援業務 

２ 業務概要 

  「（仮称）健康都市こうふ」の都市宣言をするにあたり、本市独自性のある内

容とした宣言書策定の企画・立案の支援業務 

３ 履行期間 

  契約締結日から平成３１年３月３１日まで 

４ 参加資格 

本企画提案に参加できる者は、以下の全ての条件を満たす者とする。  

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず

れにも該当していないこと。 

（２）会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）に基づき、更正手続き開始の申立

てがなされている者でないこと。  

（３）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続き開始の申立て

がなされている者でないこと。  

（４）指名停止を受けている者でないこと。  

（５）租税を完納していること。 

（６）本業務に関する十分な実績及び能力を有していること。  

（７）暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７条）第

２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）または、法人

であってその役員が暴力団員でないこと。 

５ 企画提案書の提出期限並びに提出場所 

  「（仮称）健康都市こうふ」都市宣言 企画・立案支援業務 

公募型プロポーザル実施要領参照 

６ 主催及び事務局 

  主催者 甲府市 

  事務局 甲府市役所 福祉保健部 健康政策課  

      山梨県甲府市丸の内 1 丁目１８－１ 

      Tel ０５５－２３７－２５８６（直通） 

      Mail  chiikihs@city.kofu.lg.jp 
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甲府市告示第３５５号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

平成３０年７月１９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     （業務委託）第５１５号 

（２）業務名称     甲府市立中道北小学校移転に伴う測量調査業務委託  

（３）履行期間     契約締結日の翌日から平成３０年１２月２８日まで 

（４）履行場所     仕様書等による 

（５）業務内容     仕様書等による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満た

す者 

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。  

（２）過去１０年以内に、国又は地方公共団体が行う測量業務及び補償算定業務を

履行した実績を有する者であること。  

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」  

及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名停

止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 平成３０年７月１９日（木）～平成３０年７月３０日（月） 
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

平成３０年７月３０日（月）については、午後３時００分まで 

（２）配付場所 甲府市建設部建設総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成３０年７月１９日（木）～平成３０年７月３０日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

平成３０年７月３０日（月）については、午後３時００分まで 

イ 場所 甲府市建設部建設総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成３０年８月１７日（金） 午前１０時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎７階 会議室７－１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国

（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契
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約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を

履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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                          甲府市告示第３５６号  

 

 次の無効である介護保険被保険者証は、回収できないため、甲府市介護保険条例  

施行規則（平成１２年３月規則第２１号）第１２条の規定により告示する。  

 

  平成３０年７月１９日 

 

                 甲府市長  樋 口  雄 一 

 

１ 書類名    介護保険被保険者証 

２ 被保険者番号並びに住所及び氏名     別紙のとおり 
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                          甲府市告示第３５７号  

 

 次の介護保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵  

送したが返送されたので調査を行ったが、なお不明のため介護保険法（平成９年法 

律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６  

号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい  

つでも交付する。 

 

  平成３０年７月１９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名       甲府市介護保険料 更正通知書 

２ 発送日       平成３０年５月１日 

３ 項 目       平成２９年度介護保険料更正通知書 

４ 納付方法      年金からの特別徴収による 

５ 送達を受けるべき者 (省略) 

６ 保管場所      甲府市福祉保健部長寿支援室介護保険課 
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甲府市告示第３５８号  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

平成３０年７月１９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   高畑南部自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
塩 澤 立 美 大 森 正 広 

代表者 

住 所 
甲府市国母二丁目２２番３５号 甲府市高畑三丁目４番１０号 

３ 変更年月日  平成３０年５月１日 
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甲府市告示第３５９号 

 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）の調査を行

ったが不明のため地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定によ

り公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、  

いつでも交付する。 

 

平成３０年７月１９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

１ 書類名        差押調書   市民発第１１５２５号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課  
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                          甲府市告示第３６０号  

 

 甲府市職員採用試験を別紙内容に基づき実施するので、甲府市職員の任用等に関  

する規則第９条の規定により公告する。  

 

  平成３０年７月２０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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                          甲府市告示第３６１号  

 

 甲府市職員採用試験を別紙内容に基づき実施するので、甲府市職員の任用等に関  

する規則第９条の規定により公告する。  

 

  平成３０年７月２０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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                          甲府市告示第３６２号  

 

 地方自治法第２１９条第２項の規定により、平成３０年度補正予算について専決 

処分したので、別紙のとおり公表する。  

 

  平成３０年７月２０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 平成３０年度甲府市一般会計補正予算（第２号） 
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                          甲府市告示第３６３号 

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定による指定地

域密着型サービス事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８条の 

１１の規定により公示する。 

 

  平成３０年７月２０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７１８０１０８７ 

２ 事業所の名称       郁の家 笛吹石和 

３ 事業所の所在地      笛吹市春日居町国府３７９－１ 

４ 当該事業所の申請者    ありがとうの介護株式会社 

              代表取締役 小林 典子 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

６ 廃止年月日        平成２９年１２月２０日 
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                          甲府市告示第３６４号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  平成３０年７月２３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

    甲府市東下条町字上起し２０４番１、２０４番２、２０５番、２０９番１ 

及び２１１番１ 

以上５筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   中央市西花輪２３０３番地１ 

   株式会社ＫＯ－ＮＯ 

   代表取締役 河 野 貴 代 美 
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甲府市告示第３６５号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の地縁による団体

として認可したので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

 

平成３０年７月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名 称  参道自治会 

２ 規約に定める目的 

  この会は、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設その他共有財産

の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うこ

とを目的とする。 

３ 区 域 

甲府市大手一丁目のうち１番１号から７号まで、９号、１１号から１３号ま

で、１６号、１７号、２０号、２１号、２５号、２７号から３０号まで、３２

号、３４号から４２号まで、２番２号から６号まで、８号、９号、１１号から

１５号、２１号、３３号、３７号、４２号から４４号まで、４７号、４８号、

５０号、５１号、３番１号から４号まで、７号、８号、１２号、１３号、２０

号、４番１号、４号から６号まで、８号、１０号、４３号、４５号から４９号

まで、５１号、５５号、５７号から５９号まで、６１号、６２号  

甲府市屋形二丁目のうち１番２５号から２７号まで、２９号、３１号、３４

号、３５号、３７号から４０号まで、４２号、４３号、４５号、４６号、４８

号、４９号、５１号、５３号から５７号まで、５９号、２番４４号、４５号  

４ 主たる事務所 

  本会の主たる事務所は、参道自治会会長宅におく。  

５ 代表者の氏名及び住所 

  代表者 永 岩 尊 暢 

住 所 甲府市大手一丁目１番２８号 

６ 認可年月日 

  平成３０年７月１０日 
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                          甲府市告示第３６６号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

                                      

  平成３０年７月２４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市下鍛冶屋町字内ク祢９７５番１から９７５番３まで、９７７番１、 

９７７番４、９７７番５、９７８番１から９７８番１８まで、９８３番３の一部 

及び９８３番４ 

以上２６筆及び道 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路、水路、公園、ごみ集積所及び下水道 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市建設部まち開発室都市計画課に  

   備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市小瀬町８番地 

   株式会社とちの木 

代表取締役 中 沢 健 次 
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                          甲府市告示第３６７号  

 

 甲府市任期付短時間勤務職員採用試験を別紙内容に基づき実施するので、甲府市

職員の任用等に関する規則第９条の規定により公告する。  

 

  平成３０年７月２５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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                          甲府市告示第３６８号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成３０年７月２５日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 合併（土木）９号 

工事名 
①橘東線歩道設置工事 

②下水道修繕工事（公共Ｈ３０－７） 

工事場所 甲府市中央二丁目地内 外 

工事概要 

１ 工事内容 

① 施工延長    Ｌ＝２１２．５５ｍ 

側溝工     Ｌ＝２１２．００ｍ 

自然石舗装工  Ａ＝２７５．００㎡ 

防護柵工    Ｎ＝ ８８本  

付帯工         １式 

② 汚水桝取付管撤去工（φ１５０陶管Ｃｏ桝）  

１６箇所 

汚水桝取付管撤去工（φ１５０ＶＵＣｏ桝） 

  ２箇所 

雨水桝取付管撤去工（φ２００陶管Ｃｏ桝） 

            ４箇所 

付帯工         １式 

２ 工期 平成３１年３月１５日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
４９，１８３，２００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ  

３ 同種工事施工実績 

道路工事等。ただし、１件の工事請負 

額が、２，４００万円以上の実績に限

る。 

元請として平成１５年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 
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なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

５ 近接工事 

平成３０年７月６日告示（合併（土木）

５号（①まちなか回遊道路整備工事② 

（更新－２）配水管布設替工事③下水 

道修繕工事（公共Ｈ３０－６））の落 

札者は、本工事の落札者となることは 

できません。 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型Ⅰ 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成３０年７月２５日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成３０年８月３日 

３ 申請書受付開始日 平成３０年７月２５日 

４ 申請書受付締切日 
平成３０年８月３日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３０年８月９日 

６ 設計図書配付開始日 平成３０年７月２５日 

７ 設計図書配付締切日 平成３０年８月１０日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３０年７月２５日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３０年８月１０日 

10 入札日時 
平成３０年８月１７日 

午前１０時５０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成３０年８月２２日 

12 開札日時 
平成３０年８月２８日 

午前１０時５０分 

13 落札者決定日 平成３０年８月２９日 

提出書類 １ 参加申請時 入札説明書に記載 
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２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 開札時 配置予定技術者の開札時の状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３０年８月１４日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３０年８月１５日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 平成３０年８月２４日まで 

２ 回答 平成３０年８月２７日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成３０年８月２７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第３６９号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  平成３０年７月２５日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）７６号 

工事名 新山梨環状線建設工事に伴う場内道路等復旧工事 

工事場所 甲府市小曲町地内 

工事概要 

１ 工事内容 

【場内道路復旧】 

舗装工    Ａ＝３６４．０㎡ 

排水構造物工 Ｌ＝１１７．０ｍ 

付帯構造物工 １式 

【雨水管渠復旧】 

管きょ工   Ｌ＝ ３７．０ｍ 

マンホール工 １式 

付帯工    １式 

２ 工期 平成３１年１月３１日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１９，４５０，８００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ｂ又はＣ 

３ 同種工事施工実績 

道路工事等。ただし、１件の工事請 

負額が９００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１５年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 
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４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

1  入札説明書等配付開始日 平成３０年７月２５日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成３０年８月３日 

３ 申請書受付開始日 平成３０年７月２５日 

４ 申請書受付締切日 
平成３０年８月３日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３０年８月９日 

６ 設計図書配付開始日 平成３０年７月２５日 

７ 設計図書配付締切日 平成３０年８月１０日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３０年７月２５日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３０年８月１０日 

10 入札及び開札日時 
平成３０年８月１７日 

午前１１時１０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３０年８月１４日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３０年８月１５日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０ / １００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 前金払 請求できる 
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中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第３７０号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  平成３０年７月２５日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）７８号 

工事名 側溝改良工事（３０－１） 

工事場所 甲府市丸の内三丁目地内 外 

工事概要 

１ 工事内容 

【１号箇所】 

施工延長          Ｌ＝１１３．７ｍ 

自由勾配側溝工（３００型） Ｌ＝１１２．２ｍ 

集水桝工          Ｎ＝３箇所 

舗装工           Ａ＝ ５７．０㎡ 

付帯工 １式 

【２号箇所】 

施工延長          Ｌ＝１１１．３ｍ 

自由勾配側溝工（３００型） Ｌ＝１０５．３ｍ 

集水桝工          Ｎ＝４箇所 

舗装工           Ａ＝ ５７．０㎡ 

付帯工 １式 

２ 工期 平成３０年１２月２１日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１４，２２３，６００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ｂ又はＣ 

３ 同種工事施工実績 

道路改良工事等。ただし、１件の工 

事請負額が７００万円以上の実績に 

限る。 

元請として平成１５年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 
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合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 平成３０年７月２５日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成３０年８月３日 

３ 申請書受付開始日 平成３０年７月２５日 

４ 申請書受付締切日 
平成３０年８月３日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３０年８月９日 

６ 設計図書配付開始日 平成３０年７月２５日 

７ 設計図書配付締切日 平成３０年８月１０日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３０年７月２５日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３０年８月１０日 

10 入札及び開札日時 
平成３０年８月１７日 

午前１１時２０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３０年８月１４日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３０年８月１５日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０/１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 
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低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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甲府市告示第３７１号 

 

 次の特定空家等にかかわる書類は、その送達を受けるべき者が国外居住により送

付できないため公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

 平成３０年７月２７日 

 

                  甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 書類名          助言・指導書 

２ 送達を受けるべき者    （省略） 

３ 保管場所         甲府市役所 空き家対策課 
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                          甲府市告示第３７２号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  平成３０年７月３１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

    甲府市羽黒町字天神前１ １０１番２、１１０２番３の一部 、 

１１０４番１から１１０４番１５まで、１１０８番２、１１０８番３、 

１１０９番１から１１０９番１３まで、字五両田３３８番２及び３３９番２ 

以上３４筆及び道・水 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路、公園、ごみ集積所及び下水道 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市建設部まち開発室都市計画課に  

   備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   中巨摩郡昭和町西条１０１番地１ 

   有限会社保泉商事 

   代表取締役 小 池  保 

 

   南アルプス市下今井１３番地４ 

   有限会社土地ネット・やまなし 

   代表取締役 名 取 恭 介 
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   甲府市告示第３７３号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

平成３０年７月３１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）契約番号      （業務委託）第５３７号 

（２）業務名称      特定健診未受診者対策事業業務委託  

（３）履行期間      契約を締結した日から平成３０年１１月３０日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 

（１）平成２９年度までに、本市又は他地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じく

する契約を元請契約し、業務を完了した実績を有すること。  

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。  

（４）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（５）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（７）市税等の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 平成３０年８月１日（水）～平成３０年８月９日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 
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午前９時～午後５時（締切日は午後３時まで） 

（２）配付場所 甲府市市民部市民総室総務課 

甲府市丸の内１丁目１８番１号（甲府市役所本庁舎４階） 

電話０５５－２３７－５２９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成３０年８月１日（水）～平成３０年８月９日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時（締切日は午後３時まで） 

イ 場所 甲府市市民部市民総室総務課 

甲府市丸の内１丁目１８番１号（甲府市役所本庁舎４階） 

電話０５５－２３７－５２９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成３０年８月３１日（金） 午前１０時 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎４階 市民対話室 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：免除 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 

- 84 -



選挙管理委員会 
 

甲府市選挙管理委員会規程第１号  

甲府市公職選挙管理執行規程の一部を改正する規程を次のように定める。  

  平成３０年７月１７日 

 

 

                 甲府市選挙管理委員会 

                 委員長 志 村 文 武 

 

 

   甲府市公職選挙管理執行規程の一部を改正する規程  

 甲府市公職選挙管理執行規程（平成１２年３月選管規程第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第１３条第２項（１）中「《在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出》」を

「《在外選挙人名簿の登録等に関する異議の申出》」に改め、同条第３項中「《郵

便による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付》」を「《郵便等によ

る在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付》」に改める。  

 

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。  
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農業委員会 
                     

甲府市農業委員会告示第７号  

 

 農業委員会等に関する法律第２７条第１項の規定に基づき甲府市農業委員会７月

定例総会を、平成３０年７月３０日午後２時００分、甲府市南公民館において開催

し、付議すべき事項について協議するので、甲府市農業委員会総会会議規則第２条

の規定により公告する。 

 

  平成３０年７月２５日 

 

              甲府市農業委員会会長 西 名 武 洋 

 

付議すべき事項 

１ 農地法に基づく申請・届出等について 

２ 平成３０年８月告示分農用地利用集積計画について  
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上下水道局 
 

甲府市上下水道局告示第３３号  

 

次の下水道事業受益者負担金に係る書類は、その送達を受けるべき住所（居所）

に郵送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。  

なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  平成３０年７月９日 

 

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

                 甲府市上下水道局業務部長 野村 建幸 

 

１ 科 目   平成３０年度下水道事業受益者負担金  

２ 書類名   上記納入通知書 

３ 発送日   平成３０年６月１日 

４ 納入期限  第１期 平成３０年７月２日 

        （期限延長 平成３０年 7 月３１日） 

        第２期 平成３０年１１月３０日 

５ 納入場所  甲府市上下水道局 

        甲府市役所収納課、各総合行政窓口センター 

        みずほ銀行、りそな銀行、三井住友銀行、三井住友信託銀行  

        山梨中央銀行、甲府信用金庫、山梨信用金庫 

        商工組合中央金庫、中央労働金庫、山梨県民信用組合  

        山梨県信用農業協同組合連合会、甲府市農業協同組合  

        中巨摩東部農業協同組合、笛吹農業協同組合 

西八代郡農業協同組合 

６ 納入義務者 東京都渋谷区本町１丁目１２番１７号  

        （省略）  外１件（別紙のとおり） 
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甲府市上下水道局告示第３４号 

 

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり参加申込書

及び企画提案書の提出を招請する。 

 

平成３０年７月１８日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

甲府市上下水道局業務部長 野 村 建 幸 

 

１ 業務名称 

  甲府市上下水道局サービスセンター業務委託 

２ 業務内容 

(１) 開栓・閉栓等受付及び転居精算業務 

(２) 検針業務 

(３) 調定及び調定更正業務 

(４) 口座振替業務 

(５) コンビニエンスストア収納業務 

(６) クレジットカード収納業務 

(７) 納入通知書発送業務 

(８) 滞納整理業務 

(９) 給水停止業務 

(10) 収納証明書発行業務 

(11) 電子計算機器運用業務 

(12) 給排水等業務に関する届出書入力業務 

(13) お知らせ等発行業務 

(14) 宅地内簡易漏水調査業務 

(15) 公金窓口収納業務 

(16) 総合案内及び電話交換業務 

(17) ボトルドウォーター販売業務 

(18) スポーツ施設使用受付業務 

(19) 井戸水用メーター等指針読み取り業務 

(20) 検定満期等に伴う水道メーター管理業務 

(21) 水道メーター上流等簡易漏水調査業務 

(22)  上記業務に附帯する業務等 

３ 履行場所 

甲府市下石田二丁目２３番１号 甲府市水道事業及び下水道事業の設置等に

関する条例（昭和４１年１２月条例第４２号）別表１に定める給水区域 

４ 履行期間 

  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までの５年間とする。 

５ 参加資格 
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プロポーザルに参加できる者は、次の各号に掲げる条件をすべて満たす者と

する。 

(１) 甲府市上下水道局における物品供給競争入札参加資格の認定を受けてい

る者であること。 

(２) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

該当していないこと。 

(３)  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でな

いこと。また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

(４) 本件にかかる公告日から優先交渉権者決定までの間に、「甲府市上下水

道局物品供給（入札等）制度要綱」、「甲府市上下水道局建設工事等請負

契約に係る指名停止等措置要綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る

指名停止等措置要綱」に基づく指名停止処分を受けていない者であること。 

(５)  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始

の申立がなされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受

けた後、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

(６) 直近２年間の国税及び地方税に滞納がないこと。 

(７) 過去３年以内に、給水人口１５万人以上の水道事業体において、本業務

委託内容と同種または類似の業務を受託した実績があること。 

(８) 常時雇用関係があり、かつ、本業務委託内容と同種または類似の業務に

ついて３年以上の実務経験を有する業務責任者及び２年以上の実務経験を

有する副業務責任者を配置できる者であること。 

(９) 本業務の目的達成に必要な業務従事者を配置できる者であること。 

(10) 水道法（昭和３２年法律第１７７号）に基づく給水装置工事主任技術者

の資格を有する者を常時配置できること。 

(11) プライバシーマークの認定または情報セキュリティマネジメントシステ

ム（ISMS）の認証を取得していること。 

(12) 単体企業であること。 

６ 手続等 

配布資料、提出期限及び提出場所等については、甲府市上下水道局ホームペ

ージ掲載の「サービスセンター業務委託公募型プロポーザル実施要領」等を参

照すること。 

ホームページアドレス：https://www.water.kofu.yamanashi.jp 

７ 事務局 

甲府市上下水道局業務部営業管理室営業課 

〒400-0046 甲府市下石田二丁目２３番１号 

電 話 ０５５－２２８－３３１２（営業係直通） 

電子メール：jougeeigyo@city.kofu.lg.jp 
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                      甲府市上下水道局告示第３５号  

 

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり参加申込書

及び企画提案書の提出を招請する。 

 

平成３０年７月１８日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長  野 村 建 幸 

 

１ 業務名称 

  平瀬浄水場運転管理等業務委託 

２ 業務内容 

 ⑴ 平瀬浄水場、昭和浄水場及び配水池等（以下「浄水場等」という。）の運転

操作及び監視業務 

⑵ 浄水場等の水質管理業務 

⑶ 浄水場等の保守点検業務 

⑷ 浄水場等の維持管理業務 

⑸ 薬品等の調達及び管理業務 

⑹ 緊急時（災害・停電・水質異常等）の対応 

⑺ その他の附帯業務等 

３ 履行場所 

  甲府市平瀬町４３７番地３ 平瀬浄水場外 

４ 履行期間 

  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までの５年間とする。 

５ 参加形態 

  参加しようとする事業者の形態は、単体事業者又は共同企業体とする。共同企

業体の場合は、次の各号に掲げる条件をすべて満たす者とする。 

 ⑴ 共同企業体構成員の数は、２者とする。 

 ⑵ 共同企業体の代表者の出資比率は過半とし、構成員の出資比率の最小限度は

３０％とする。 

 ⑶ 共同企業体は、各構成員が対等の立場で一体となって委託業務を履行するも

のとする。 

 ⑷ 共同企業体の構成員は、単体事業者としての参加と共同企業体の構成員とし

ての参加を兼ねることはできない。また、他の共同企業体の構成員として参加

することもできない。 

６ 参加資格 

   プロポーザルに参加できる者は、次の各号に掲げる条件をすべて満たす者とす

る。なお、共同企業体の場合、代表者は次の各号のうち、第１号から第７号まで

他の構成員は第１号から第６号までを満たす者とする。 
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 ⑴ 甲府市上下水道局における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者

であること。 

⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していないこと。 

⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。 

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

⑷ 本件にかかる公告日から優先交渉権者決定までの間に、「甲府市上下水道局

物品供給（入札等）制度要綱」、「甲府市上下水道局建設工事等請負契約に係

る指名停止等措置要綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措

置要綱」に基づく指名停止処分を受けていない者であること。 

⑸ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更正手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑹ 直近２年間の国税及び地方税に滞納がないこと。 

 ⑺ 日本国内において水源を地表水とする施設能力１００，０００㎥ / 日以上の

急速ろ過方式による浄水処理施設（水道事業又は水道用水供給事業に係るも

の。）の運転管理業務を、元請として２年以上継続して履行した実績を有する

者であること。 

なお、共同企業体による実績の場合は、代表構成員である時のものに限る。 

 ⑻ 次に掲げるいずれかの有資格者を配置できる者であること。 

  ① 水道技術管理者の資格を有する者 

  ② 水道浄水施設管理技士（２級以上）の資格を有する者 

７ 手続等 

  配布資料、提出期限及び提出場所等については、甲府市上下水道局のホームペ

ージ掲載の「平瀬浄水場運転管理等業務委託公募型プロポーザル実施要領」等を

参照すること。 

ホームページアドレス： https://www.water.kofu.yamanashi.jp  

８ 事務局 

甲府市上下水道局工務部水道管理室浄水課 

  〒400-0083 甲府市平瀬町４３７番地３ 平瀬浄水場 

  電 話 ０５５－２５１－８１１１（直通） 

ＦＡＸ  ０５５－２５１－８１２７ 

電子メール： jougejosuik@city.kofu.lg.jp  
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甲府市上下水道局告示第３６号  

 

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり参加表明書

の提出を招請する。 

 

平成３０年７月２３日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者   

甲府市上下水道局業務部長 野村 建幸  

 

１ 業務名称 

甲府市上下水道施設設備管理システム構築業務委託 

２ 業務概要 

本業務は、甲府市上下水道局が管理する上下水道施設に対して、災害時におけ

る復旧作業や施設の保全管理を効果的に推進するために、浄水場及び配水池等に

関する既存のデータベースを活用し、危害要因分析等管理上必要な情報の把握と

共有化により、災害時における目標復旧時間内での復旧により業務中断に伴うリ

スクの低減を図るための業務継続システムと、処理場及びポンプ場施設・設備の

既存のデータベースを活用し、計画的な改築事業の検討に活用すること及び維持

管理業務の効率的な推進を図るためのストックマネジメントシステムを統合した

システム（以下「本システム」という。）の構築を行うものである。なお、クラ

ウド方式によるシステムを構築するとともに、併せて、本システムの構築後にか

かるシステム運用に関するサービス提供を行うものとする。  

構築にあたり、業務継続マネジメントと施設設備管理のより一層の業務効率効

果が得られるように、別途「仕様書」に定める業務について、民間の高度な専門

的知識やノウハウなどを活用した優れた提案を得るために、公募型プロポーザル

を実施する。 

３ 履行場所 

甲府市下石田二丁目２３番１号 甲府市上下水道局外 

４ 履行期間  

契約締結日から平成３１年３月２０日  

５ 参加資格要件  

次の全ての要件を満たす者とする。なお、参加形態は事業者単独とし、ＪＶで

の参加は認めない。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していないこと。 

⑵ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。  

⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）
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第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

⑷ 甲府市上下水道局入札参加有資格者名簿に登載されている者であること。  

⑸ 本件にかかる公告日から優先交渉権者決定までの間に、「甲府市上下水道局

物品供給（入札等）制度要綱」、「甲府市上下水道局建設工事等請負契約に係

る指名停止等措置要綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措

置要綱」に基づく指名停止処分を受けていない者であること。 

⑹ 直近２年間の国税および地方税に滞納がないこと。  

⑺ 告示日現在において、上水道事業体若しくは下水道事業体に対しクラウド方

式によるアセットマネジメント若しくはストックマネジメントに必要な設備管

理システムを元請として導入した実績（現在導入業務履行中のものは実績に含

めない。）がある者、又は本業務に類似する十分な実績及び能力を有している

者。なお、「本業務に類似する」とは、企業の実績として以下の①又は②の実

績を有することをいう。 

① 行政人口 20 万人以上の地方公共団体において、過去 10 年間で、上水道事

業における浄配水施設を対象としたアセットマネジメント業務又は下水道事

業における処理施設を対象としたアセットマネジメント業務 

② 過去 10 年間で、上水道事業における処理能力 100,000ｍ3/日以上の浄水施

設又は下水道事業における処理能力 100,000ｍ3/日以上の浄化施設の運転管

理を行う業務 

６ 手続等 

配布資料、提出期限及び提出場所等については、甲府市上下水道局ホームペー

ジ掲載の「甲府市上下水道施設設備管理システム構築業務委託公募型プロポーザ

ル実施要領」等を参照すること。 

ホームページアドレス：https://www.water.kofu.yamanashi.jp/ 

７ 事務局 

甲府市上下水道局工務部工務総室計画課  

山梨県甲府市下石田二丁目２３番１号  

ＴＥＬ：０５５－２２８－３８６１(直通)  

電子メール：jougekk@city.kofu.lg.jp 
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                     甲府市上下水道局告示第３７号  

  

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規 

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争 

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成３０年７月２５日 

                

               甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 野 村 建 幸 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１１００２９号 

工事名 （更新－９）配水管布設替工事 

工事場所 甲府市高室町・中央市中楯地内（国母公園の南） 

工事概要 

１ 工事内容 

・ＤＩＰ．ＧＸ（φ１５０）  ２５．０ｍ 

・ＤＩＰ．ＧＸ（φ１００） ８１８．０ｍ 

・ＤＩＰ．Ｋ（φ１００）    ８．０ｍ 

・ＳＳＰ【泥吐管】（φ５０）  ７．０ｍ 

・ＳＧＰ－ＶＤ【泥吐管】（φ５０） 

  ４．０ｍ 

・仕切弁．ＧＸ（φ１５０）   ３基 

・仕切弁．ＧＸ（φ１００）   ４基 

・消火栓（φ７５）       ２基 

・泥吐弁．ＧＸ（φ１５０）   １基 

・泥吐弁．ＧＸ（φ５０）    １基 

・空気弁（φ２０）       １基 

・水抜栓（φ２５）       １基 

・付帯工            １式 

２ 工期 平成３１年３月１５日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
６２，８２３，６００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 給水区域内 

２ 競争入札参加資格 

土木一式 

有資格者名簿掲載時及び直近の経営 

事項審査結果通知書の総合評定値 
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（Ｐ）８３７点以上 

３ 同種工事施工実績 

配水管布設替工事等。ただし、１件の 

工事請負額が３，１００万円以上の実 

績に限る。 

元請として平成１５年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型Ⅱ 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成３０年７月２５日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成３０年８月３日 

３ 申請書受付開始日 平成３０年７月２５日 

４ 申請書受付締切日 
平成３０年８月３日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３０年８月９日 

６ 設計図書配付開始日 平成３０年７月２５日 

７ 設計図書配付締切日 平成３０年８月１０日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３０年７月２５日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３０年８月１０日 

10 入札日時 
平成３０年８月１７日 

午前１０時３０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成３０年８月２２日 

12 開札日時 
平成３０年８月２８日 

午前１０時３０分 

13 落札者決定日 平成３０年８月２９日 

提出書類 １ 参加申請時 入札説明書に記載 
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２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 開札時 配置予定技術者の開札時の状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３０年８月１４日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３０年８月１５日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 平成３０年８月２４日まで 

２ 回答 平成３０年８月２７日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成３０年８月２７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。） 

部分払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第３８号  

  

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規  

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争  

入札を執行する。 

 

  平成３０年７月２５日 

                  

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

               甲府市上下水道局業務部長 野 村 建 幸 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）１１００３０号 

工事名 （更新－１１）配水管布設替工事 

工事場所 甲府市北新一丁目地内（市立北新小学校の南西）外３箇所 

工事概要 

１ 工事内容 

・ＤＩＰ．ＧＸ（φ１００） １４９．４ｍ 

・ＤＩＰ．ＧＸ（φ７５）    ７．０ｍ 

・ＨＰＰＥ（φ７５）     ３９．０ｍ 

・仕切弁．ＧＸ（φ１００）   １基 

・仕切弁．ＧＸ（φ７５）    １基 

・仕切弁．Ｋ（耐震型Ｋ形挿口付）（φ７５）   

１基 

・消火栓（φ７５）       ２基 

２ 工期 平成３０年１２月２７日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
２３，５６５，６００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

配水管布設替工事等。ただし、１件 

の工事請負額が１，１００万円以上 

の実績に限る。 

元請として平成１５年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 
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４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 平成３０年７月２５日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成３０年８月３日 

３ 申請書受付開始日 平成３０年７月２５日 

４ 申請書受付締切日 
平成３０年８月３日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３０年８月９日 

６ 設計図書配付開始日 平成３０年７月２５日 

７ 設計図書配付締切日 平成３０年８月１０日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３０年７月２５日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３０年８月１０日 

10 入札及び開札日時 
平成３０年８月１７日 

午前１１時 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３０年８月１４日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３０年８月１５日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 
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支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                     甲府市上下水道局告示第３９号  

  

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規 

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争 

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成３０年７月２５日 

                

               甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 野 村 建 幸 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１３００３３号 

工事名 下水道改良工事（浸入水対策Ｈ３０－３） 

工事場所 甲府市大手一丁目地内 外 

工事概要 

１ 工事内容 

・施工延長        Ｌ＝５２５．５ｍ 

・管きょ更生工（φ２５０）Ｌ＝３１２．６ｍ 

・管きょ更生工（φ３００）Ｌ＝１９８．５ｍ 

・内面補修工       Ｎ＝５２個所 

・汚水桝取替工      Ｎ＝３０個所 

・取付管取替工      Ｎ＝ ２箇所 

・桝上部取替工      Ｎ＝ ３個所 

・付帯工            １式 

２ 工期 平成３１年３月１５日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
５９，８５３，６００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 
土木一式 Ａ 

特定建設業の許可 

３ 同種工事施工実績 

管更生工事において実績がある者又は、 

下水道管工事で１件の工事請負額が 

５，０００万円以上の実績がある者に 

限る。 

元請として平成１５年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 
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績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型Ⅱ 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成３０年７月２５日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成３０年８月３日 

３ 申請書受付開始日 平成３０年７月２５日 

４ 申請書受付締切日 
平成３０年８月３日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成３０年８月９日 

６ 設計図書配付開始日 平成３０年７月２５日 

７ 設計図書配付締切日 平成３０年８月１０日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成３０年７月２５日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成３０年８月１０日 

10 入札日時 
平成３０年８月１７日 

午前１０時４０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成３０年８月２２日 

12 開札日時 
平成３０年８月２８日 

午前１０時４０分 

13 落札者決定日 平成３０年８月２９日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 開札時 配置予定技術者の開札時の状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成３０年８月１４日 

午後５時まで 

２ 回答 平成３０年８月１５日 
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価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 平成３０年８月２４日まで 

２ 回答 平成３０年８月２７日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成３０年８月２７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。） 

部分払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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任免辞令 
（市長事務部局） 

    

                    土 屋 光 秋 

甲府市固定資産評価員に選任する 

以 上  発 令 日  平成３０年 ７月 １日 
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